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春の日差しが気持ちいいですね～ （4 月 10 日執筆） 

さて、最近ニュースで取り上げられていたのが、巨人、坂本選手の

申告漏れ事件！ネットで検索すると「坂本 脱税」という記事が見受

けられますが、事業者の方ならお察しの通り、過少申告加算税なの

で、脱税＝重加算税ではないですね。 
 

（以下要約転載）2022 年までの 3 年間で約 2 億 4000 万円の申告漏れを指摘された。過少申告加算税

を含む追徴税額は約 1 億円で、既に修正申告を済ませた。坂本選手は料亭やクラブでの飲食代などを必要

経費として計上したが、国税局は、飲食代などは収入を得るのに直接必要な支出には該当しないと判断

し、申告漏れを指摘した 
 

とのことです。皆さん、ドキっとしましたか？ 

ご安心ください。額が違います。これには、ちゃんとした論理があります。 
 

まずは、個人なのか、法人なのか。の違い。 

個人の場合の交際費の考え方は、収入を得るために直接必要な経費と決められています。何が法人と違

うのかというと、法人の場合の交際費の考え方は、取引先はもとより、見込み客や関係団体など収入を得

るためではないが、事業遂行に必要なもの、とされています。つまり法人の場合は、収入を直接得るため

でなくても良い。 

坂本選手が後輩を連れて、料亭やクラブで飲食していたとしても、それは、収入には直接つながらない

よね。間接的には、仕事をやりやすくするといった効果はあるかもしれんけど。例えば監督や、球団の人

と行ったのなら、それは収入先だから経費だよね。ということです。 
 

また、金額の面でも問題です。個人の場合は、交際費損金不算入の規定がありません。法人の場合は、

そもそも交際費って経費かどうかあやふやな面が強いので、多くの企業で 800 万円/年までとされていま

す。坂本選手は、3 年間で 2 億 4000 万円なので、均等に割っても年間 8000 万円。法人なら、7200 万

円不算入になりますから、流石に坂本選手の交際費の額は、税務署も否認せざるを得なかった感じでしょ

うね。 
 

現実的には、個人事業の人も当然に見込み客相手に交際費を使わないといけないというのは税務署もわ

かっていますから、否認されるのは、ほぼ無いといっても良いですが、結局、トータルの額や単価が飛び

ぬけていると、そこは論点になったりします。 
 

ちなみに私は、元巨人ファンでした。中部地区では叩かれそうですが、コロコロコミックだったかな？

リトル巨人くんという漫画があって、それが好きだったから、巨人ファンになったというアホな理由です

（笑）。最近は・・・あまり野球見ません。すいません。 
 
 

さて、前回、確定申告を颯爽と駆け抜けるパート１♪として執筆

しましたが、今回は時事ネタでもあるので、コチラの記事を書きま

した。淡路島一周の記事を期待していた方は、またどこかのタイミ

ングで（笑）。ちゃんと完走できましたよ！  

代表 

便り 

巨人くんの交際費 
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本店 

便り 

今年も新入社員が入社しました！ 

皆さんこんにちは！ 

今年も新入社員紹介の時期がやってまいりました。現在、本店にて鋭意研修中です！ 
 
 

初めまして。4 月から新入社員として入社致しました、守屋陽向（もりや ひなた）と申します。 

冬も明け、暖かくなってきた今日この頃。暑がりな私は汗をかかない様、ハンカチ片手に健闘中です。 
 

小さい頃から絶叫系が好きな私は、ナガシマスパーランドにある「スチールドラゴン 2000」を十数周

も連続で乗ったり、富士急ハイランドにある「FUJIYAMA」、「ええじゃないか」、「高飛車」、「ド・ドドン

パ」をコンプリートしたりと絶叫系には目がありません。いずれは、バンジージャンプやスカイダイビン

グなどにもチャレンジしていきたいと考えています。 
 

さて、私は高校時代から簿記の勉強を始め、より簿記の知識を身に着けるため会計の専門学校に入学

し、税理士科目に合格するために精進して参りました。現時点では一科目ばかりの取得ですが、これから

も日々勉強の精神でより多くの税理士科目資格を取っていきたい所存です。 
 

今まで学んできた経験を用いて、これから実務によってより深く学ぶであろう税務をいち早く覚え、会

社のため、お客様のために精一杯頑張りますので、よろしくお願い致します。 

文責：亀田 

 

 こんにちは 青葉若葉を渡る風に夏の気配を感じる頃となりましたね。 

インター店は 4 月に本店より異動があり、ますます若返…ゴホゴホｯ活気あふれる雰囲気となりまし

た。エネルギーが満ち溢れていますよ では、本店より異動となりました「超気持ちイイ」世代・野村

さんより、つい最近行われた歓迎会レポです。どうぞ  
 
 

こんにちは。4 月よりインター店に配属になりました、野村です。

入社して半年程、本店で様々な経験や学びをさせていただきました。

インター店でも引き続き精進して参ります。 
 

 歓迎会ではゲームなどを用意してくださったこともありまして、

様々なコミュニケーションが取れてとても楽しい会になりました。二

次会ではボウリングをしました。大矢さんがとても上手で格好良かっ

たです。業務もボウリングも大矢さんを目標に頑張ろうと思います。 
 

（え！？私じゃないの？(笑)） 
 
 

さて、春は人の異動が多いですが、ここで「出向」と「派遣」の違いをおさらいしましょう。 
 

もっとも大きく異なるのは、雇用契約の関係です。派遣は派遣会社のみと雇用契約を結びます。在籍

出向の場合は労働者が出向元と出向先、2 社と雇用契約を結び、転籍出向の場合は出向元の企業との雇

用契約を終了したうえで出向先の企業と結びます。 

また、派遣と出向は目的も異なります。派遣社員を活用する目的はスピーディーに求める人材を確保

することです。採用コストの削減にもつながります。一方で出向の目的はグループ企業や子会社同士で

出向者をやり取りすることで、スキルアップや視野の拡大などのメリットを発生させることです。 
 

では４点に絞って見てみると… 

 <次のページへ続く> 

 
オバ Q 世代ですが何か？ 文責：大脇 インター 

店 
便り 
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令和 7 年度税制改正では、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額

の引上げ（合計所得金額 123 万円の引き上げ）が話題になっております。 
 

今回は税制改正のうち、電子帳簿保存法の内容についてご紹介させていただきます。 
 

電子帳簿保存法とは、会計ソフトを用いて申告の際の所得税と法人税および消費税の電子取引を、一定の

要件にしたがってデータの送受信・保存が義務化されている制度のことです。原則として、「改ざん防止の

措置をとること」「日付・金額・取引先で検索ができること」を満たした上での保存が必要になります。 

今回の改正により必要になるのが、国税庁長官が定める基準に適合している特定電子計算機処理システム

です。主に電子取引データの訂正や削除等の履歴が残る様式もしくは訂正や削除ができない様式が対象にな

ります。 
 

では、今回の税制改正により上記システムがどう必要になるか見ていきましょう。 
 

まず一つ目として、重加算税の適用対象が見直されました。 

以前より、電子取引データに関連する申告漏れ等については、重加算税の割合を 10％加重する措置の対

象となっていました。しかし今回の改正後には、上記システムを使用した上で、一定の要件（あらかじめそ

の電子取引についての届出書を提出している場合）を満たして保存が行われていれば、申告漏れがあっても

重加算税の 10％の加重する対象から除外することとなりました。 
 

二つ目に、青色申告特別控除 65 万円の適用要件が一部変更になりました。 

以前まで、青色申告特別控除の控除額 65 万円の適用要件については、優良な電子帳簿の保存又は電子申

告（e-tax）をしていることのいずれか一つが適用の条件でした。しかし今回の改正により、以上の条件に

加えて上記システムを使用した上で電子取引データを保存・授受を行う場合にも、65 万円控除の適用がで

きることとなりました。                         <次のページへ続く> 

経営 

情報 

電子帳簿保存法の見直しについて 文責：山本 

＜前のページからの続き＞ 

①契約関係 

労働者の契約形態は、派遣と出向で大きく異なります。派遣はあくまで派遣会社と雇用契約を結んでお

り、派遣先と契約関係はありません。 
 

②労働期間 

派遣と出向は一般的に労働期間も異なります。 

派遣は派遣期間が定められており、期間を満了すると派遣契約の更新を行うかどうか派遣先が判断しま

す。更新されると継続して就業し、更新されなければ終了です。ただし、労働者派遣法の規定により、特別

な条件に合致しない限り 30 日以内の短期派遣は認められていません。派遣契約が終了したとしても、派遣元

は別の派遣先を探して雇用継続することが可能です。一方で出向は長期間となる傾向があり、数年に渡って

出向先で働くケースも多いです。出向期間の長さに規定はないため、短くても長くても問題はありません。 
 

③労働時間 

派遣と出向は、労働時間に関してどちらも一日 8 時間、週 40 時間を超えてはならないという規定はある

ため、原則それに沿っています。一方、残業の捉え方については異なる点もあります。派遣は規定された時

間を超えた業務が残業とみなされます。対して在籍出向の場合、一般的な残業以外に、出向元と出向先で労

働時間が異なった際の差が残業とカウントされます。 
 

④給与 

派遣と出向は給与の支払い形態が異なっています。派遣社員は派遣会社から給与が支払われています。派

遣先の企業からは支払われません。 
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三上税理士法人 
 

■本店        〒486-0914 愛知県春日井市若草通 4-92 

TEL:0568-44-2022 / FAX:0568-44-2039 

■春日井インター店  〒487-0023 愛知県春日井市不二ガ丘 1-38-2 

TEL:0568-29-9211 / FAX:0568-29-9212 

◆共通メールアドレス mikami@taxer.info 

代表税理士・三上の無料経営相談を随時実施

いたしております。 

日程を調整いたしますので、ご希望のかたは

お気軽に担当者までご連絡ください！ 

無料経営相談につきまして 

行楽 

日記 

シネマコンサート 

先日シネマコンサートへ行ってきました。 
 

会場は愛知芸術劇場で、作品は銀河鉄道 999 です。スクリーンの映

画に合わせて音楽の部分をオーケストラが演奏するというものでした。

席はバルコニー席で視界の悪いところもありましたが、4 席だけの特別

感がありました。 
 

途中 20 分間の休憩があり、最後にタケカワユキヒデさんが登場し歌い始めると会場は最高に盛り上

がりましたし、オーケストラの演奏が終わっても暫くの間大きな拍手が止むことはありませんでした。 
 

アンコールでは亡くなられた映画の作者松本零士さんの映像がスクリーンに流れ、出演者の方々と一

緒に追悼の時を過ごしました。その後タケカワユキヒデさんの歌で終演となりました。 
 

映画は古いもので内容も知っていましたが、オーケストラの生演奏や生歌唱は本当に迫力があって十

分楽しむことができました。 

文責：喜多 

・自動車税                     納付期限…5 月中において各自治体の条例で定める日 

・3 月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉、 

 9 月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分) 

申告期限…6 月 2 日(月) 

・個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知期限            通知期限…6 月 2 日(月) 

5月の税務 

＜前のページからの続き＞ 

どちらも令和９年分以降に認められるものとなります。 

今回こういった改正が行われたのは、電子帳簿保存法に準拠したシステムの導入の普及を後押しするため

の見直しだったと考えられます。 
 

ご不明な点等ございましたら各担当者までご相談ください。 

【参考】財務省 HP「令和７年度税制改正の大綱（７/９）」 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_07.htm 

財務省 HP「令和７年度税制改正の大綱の概要」（「納税環境整備」の項目） 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_gaiyou.htm 

4月 29日(火・祝)、および 5月３日(土・祝)～6日(火)  
 

（4 月 30 日(水)～5 月 2 日(金)、および 5 月 7 日(水)～は通常営業いたします。） 

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜ります様お願い申し上げます。 

ＧＷ期間中の休業日のお知らせ 


